
特定技能外国人の申請状況等について（令和元年６月２８日現在：速報値）

特定技能試験等の実施状況について

実施場所 受験者数・合格者数

介護（技能・日本語）（４月１３・１４日）

（５月２５・２６・２７日）

フィリピン

受験者数：１１３人，合格者数：９４人（技能），
９７人（日本語）

受験者数：３３６人，合格者数：１４０人（技
能），１２１人（日本語）

宿泊（技能）（４月１４日） 日本国内 受験者数：３９１人，合格者数：２８０人

外食業（技能）（４月２５・２６日） 日本国内 受験者数：４６０人，合格者数：３４７人

国際交流基金日本語基礎テスト
（４月１３・１４日）

（５月２５・２６・２７日）

フィリピン

受験者数：５７人，合格者数：３３人

受験者数１１０人，合格者数：５５人

実施状況（４月から６月）

① 登録支援機関登録 登録 １，００４件

② 在留資格認定証明書交付 交付 １２件

③ 在留資格変更許可 許可 ８件

④ 特例措置としての「特定活動」 許可 ３３８件

Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁特 定 技 能 制 度 全 体 の 運 用 状 況

※６月については，介護分野の技能・日本語試験及び国際交流基金日本語基礎テストを，６月１５・１６日・２２・２３・２４日に実施。
外食業分野の技能試験を６月２４・２７・２８日に実施。

○ 国外試験
・ 介護分野の技能・日本語試験については，フィリ

ピンにおいて， ２０１９年７月１日～４日，８日～
１１日に実施予定

・ 国際交流基金日本語基礎テストについては，フィ
リピンにおいて，２０１９年８月５日，９月１４日に
実施予定

・ 他の分野については，本年度中に実施予定
○ 国内試験

・ 一部の分野を除いて，本年度中に実施予定

今後の実施予定

登録支援機関の内訳

行政書士（個人）
１１３機関
１１％

会社（株式会社，合同会社等）
５１７機関
５２％

事業協同組合
２６１機関
２６％

一般社団法人
３３機関
３％

その他
８０機関
８％

（未交付含む）
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情報連携・活用

○ 情報共有
特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために必要又は有益な情報を速やか

に共有する。この情報には，特定技能外国人に係る求人・求職に関与する両国内の機関による以下
の行為に関する情報を含む。
●保証金の徴収，違約金の定め，人権侵害行為，偽変造文書等の行使及び費用の不当な徴収等

○ 問題是正のための協議
定期又は随時に協議を行い，本制度の適正な運用のために改善が必要と認められる問題の是正に

努める。

「特定技能」に関する二国間取決め（ＭＯＣ）の概要
Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁

二国間取決めのポイント

二国間取決めのイメージ

相手国政府

日本国政府

法務省 厚生労働省

外務省 警察庁

地方出入国在留管理局

都道府県労働局 都道府県警察

情報の提供元

外国人技能実習機構 など

悪質な仲介
業者の情報
提供等

対処の申入
れ・協議等

悪質な仲介
業者の情報
提供等

署名状況 （令和元年７月１日現在，太字は総合的対応策でＭＯＣを作成する旨が示された国）

署名済み：フィリピン（３／１９），カンボジア（３／２５），ネパール（３／２５），ミャンマー（３／２８）
モンゴル（４／１７），スリランカ（６／１９），インドネシア（６／２５），ベトナム（７／１文書交換）


